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委員ご意見への追加資料①

（回答）南海トラフ地震防災推進地域（29都府県別）の戸建ておよび共同住宅の耐震化については以下のとおり。
（令和５年７月27日時点）

※都府県のホームページで公表されている耐震改修促進計画をもとに内閣府で整理

一戸建て
共同住宅･
(長屋建て住宅)※

住宅合計

茨城県 R4.3 88.2% 99.4% 91.5% H30耐震化の現状をベースに推計
千葉県 R4.3 86.4% 98.4% 92.0% H30時点

東京都 R5.3 86.9% 93.8% 92.0%
R1年度末時点(戸建は(非)木造、共同住宅は(非)木造･マンションの
分けあり。2000年基準も別途あり)

神奈川県 R4.3 89.0% 98.0% 94.0% 2020(令和2)年度については過年度からのトレンドによる推計値
山梨県 R3.3 ー ー 87.3% R2年度末時点
長野県 R3.3 78.9% ー 82.5% H30 時点
岐阜県 R3.3 ー ー 82.5% H30時点
静岡県 R3.4 ー 93.9% 89.3% H30時点
愛知県 R3.3 84.1% 95.5% 89.7% R2年度（推計）
三重県 R3.3 85.5% ー 85.5% R1年度（推計）
滋賀県 R3.3 71.1% 97.2% 80.4% H25
京都府 R3.3 ー 95.0% 88.0% R2年度（推計）
大阪府 R3.3 80.3% 93.4% 88.7% R2年度（推計）
兵庫県 R2（施策の中間検証より） ー ー 90.1% H30時点

奈良県 R3.3 82.6% ー 86.9% R2年度（推計）

和歌山県（R2） ー ー 82.8%
和歌山県（H30） 76.5% 98.0% 82.0%
岡山県 R3.3 ー ー 82.7% R1推計
広島県 R3.3 ー ー 84.4% R2年度（推計）
山口県 R4.7 72.5% 94.1% 81.2%
徳島県 R3.7 76.9% 94.1% 81.9% H30時点
香川県 R3.10 ー ー 82.4% H30時点
愛媛県 R4.3 74.0% 93.3% 81.3% H30時点
高知県 R2（中間検証報告より） ー ー 86.0% R2
福岡県 R5.4 66.1% 95.3% 82.8%
熊本県 R2.8 ー ー 78.9%
大分県(改修なし) 73.4% 97.7% 82.3% H30
大分県(改修あり) 76.1% ー 84.0%
宮崎県 R4.5 78.8% 93.3% 84.0% R2年度（推計）
鹿児島県 R5.3 76.7% 94.2% 82.3% H30時点
沖縄県 R3.10 ー ー 91.0% H30

R4.3

R5.1 R2年度（推計）、斜体はH30

都道府県名 備考公表年月日

住宅における耐震化率
⇒R12までにおおむね解消

○各県の耐震化率について、戸建てに加え、共同住宅の数値を示されたい。



委員ご意見への追加資料②

（回答）事例として、長野県では、農業用ため池の適正な管理と、大雨時や地震発生時における安全かつ速やかな点検等に
活用するため、大規模なため池149か所に観測機器（水位計、監視カメラ）を設置。
風水害や地震等が発生した場合においても、観測・通信機器の機能が維持されるように支柱の構造計算を行い、支柱を地中に
根入れし、コンクリートで根元を固定することで転倒防止対策を実施。

観測・通信機器の設置概要

支柱

コンクリート基礎

ソーラーパネル

監視カメラ

水位計
※ため池内設置

メインボックス
※通信機器類収納

バッテリーボックス
※電源装置類収納
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○ため池や水門の耐震化を進める一方で、それを監視・観測する設備の耐震化も確実に進めていくように考慮する必要がある。
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委員ご意見への追加資料③

（回答）防災行政無線の整備状況は、令和７年度までに100%を目標としており、令和３年度において97.3%※が
整備済みである。

防災行政
無線の
整備[消]

100%(R7d)
⇒97.3%(R3d)

「防災・減災、国土
強靭化のための５か
年加速化対策」に基
づき、着実に整備を
推進している。

災害時に迅速か
つ確実に情報を
伝達
⇒人的被害の
減少

※[消]→消防庁

目標 進捗状況 進捗状況に対する原
因の分析

期待される効果

津波対策における主な施策の進捗状況（再掲）
(令和4年度調査時点)

出典：総務省消防庁 令和５年３月 災害情報伝達手段の整備等に関する手引き▶
https://www.fdma.go.jp/mission/prepare/transmission/items/0503_tebiki.pdf

災害時の時間経過に合わせた伝達手段の特性

消防庁が作成した「災害情報伝達手段の整備等に関する手引き」において、災害時の時
間経過に合わせた伝達手段の特性が整理されており（右表参考）、災害発生前からの時
間経過により、伝達する情報内容が異なるため、各情報伝達手段を組み合わせて使用する
こととされている。
緊急時（地震、津波、ミサイル等）には速報性のある手段（防災行政無線、緊急速報
メール、IP 告知システム）で周知し、発災前に時間的余裕がある場合（風水害等）には
PUSH＋PULL 型の伝達手段（SNS、FM 放送、登録制メール、ケーブルテレビ、ホームペー
ジ等）でより詳細な情報を提供することが望ましい。
発災後は詳細情報の提供が主となるので、防災行政無線を新しい情報提供開始の周知
に用いて、PUSH＋PULL 型の手段で詳細情報の提供を実施することが効率的である。
なお、内閣府においても「避難情報に関するガイドライン」が令和３年５月に作成されており、
避難情報を居住者・施設管理者等に広く確実に伝達するため、また、停電や機器・システム
等に予期せぬトラブル等があることも想定し、可能な限り多様な伝達手段を組み合わせること
が基本とされている。

※南海トラフ地震防災対策推進地域指定市町村における状況

○自治体が地域住民に対して確実に情報伝達する手段を確保しているのかについても合わせて検証する必要がある。
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委員ご意見への追加資料④

（回答）女性消防団員の役割や活動範囲については、国として定めているものではなく、地域の実情に応じて、
各団体において判断されているものである。現に、消火活動や避難所の運営支援をはじめ、様々な場面において
女性消防団員が活躍している。
国としては、女性消防団員募集のためのリーフレットやPR動画を作成するとともに、地方公共団体が企業・大学
等と連携して行う女性・若者等の消防団加入促進の取組をモデル事業として支援しているところであり、近年、
女性消防団員数は増加して推移している。
今後、女性消防団員が活動する際の留意点等について周知を図ることで、女性消防団員の更なる加入促進に向け
て取り組んでいく予定。

○地域における消防団の役割は大きい一方で、消防団員は減少している。この一因として、女性の参画が少ないこと、女性団員は消火
活動に参加できず後方支援のみという地域があることから、消防団における男女の役割の見直しを通して、女性参画を増やす取組が必要
である。
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委員ご意見への追加資料⑤

（回答）津波災害特別警戒区域（オレンジゾーン）は、防災上の配慮を要する住民等が津波を「避ける」ことができるよう、高
齢者施設等の一定の建築物の建築と開発行為に対して、建築物の居室の高さや構造等を津波に対し安全なものとすることを求
める区域としている。
国土交通省では、津波災害特別警戒区域の全国唯一の指定市である伊豆市の取組を国土交通省ホームページへ掲載し、
更なる取組の拡大のため周知している。

いのちを守る津波防災地域づくりのイメージ

出典：国土交通省 https://www.mlit.go.jp/common/001233095.pdf , https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/content/001475754.pdf

〇津波防災地域づくり法におけるオレンジゾーンの運用を、もっと柔軟に、あるいはメリットを付したうえで普及させることが重要である。

https://www.mlit.go.jp/common/001233095.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/content/001475754.pdf
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委員ご意見への追加資料⑥

（回答）国土交通省の調査では、管理事務の全てを管理業者に委託している管理組合は７割強あり、何らかのトラブルが発
生した際の対応として管理業者に相談した管理組合は５割弱、マンションの管理・運営に疑問を持った時の相談先として管理業
者と回答した区分所有者は７割強である。
また、管理業者の団体による調査※では、管理組合に対して防災備品の購入を提案している管理業者は７割弱、防災マニュ
アルの作成を提案している管理業者は６割弱あり、実際に管理組合と管理業者が連携した取り組みが行われている。
※（一社）マンション管理業協会「マンション管理トレンド調査2023」

（回答）天井等の非構造部材については、東日本大震災や熊本地震における被害を踏まえて、関係法令等を改正している。
これらを受け、国交省が整備する施設の特定天井については、「第５次社会資本整備重点計画」（令和３年５月28日閣
議決定）に基づき、令和７年度末までに大規模空間を有する官庁施設の天井耐震対策の実施率を85％（令和4年度末
70％）とすることを目標とした対策を実施している。
また、文科省では学校施設の特定天井の耐震化について整理をしているところ（国公私ともに全国数値で整理）。
一方で、地震に対する施設の安全性については、基本的には施設管理者が状況を把握するものであり、各省庁においてすべて
は把握していない。

○一定規模のマンションについては、備蓄の確保や防災訓練の義務付けといった仕組みづくり、住民・管理組合と管理業者が連携した体
制の構築が必要である。

○建物の耐震化と比べて、非構造部材の耐震化はあまり考慮されていない。避難所となるべき施設の天井が崩落して機能不全になった
事例は多数あることから、事業継続が求められる施設の非構造部材の現状をできるだけ把握しておくべきである。



東日本大震災における天井脱落事故を踏まえ定められた技術基準に適合させるとともに、防災拠点の機能維持、避難場所
の確保等を図るため、大規模空間を有する官庁施設の天井について、地震時の天井対策を実施。

建築基準法施行令及び関連省令の一部改正
(公布：平成25年7月12日 施行：平成26年4月1日)

・高さ６ｍ超、かつ面積200㎡超
・居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所
・天井面構成部材等が１㎡当たり２ｋｇ超

東日本大震災の被害例

対象（対策が必要となる天井）

天井脱落被害と関係法令等改正

脱落によって重大な危害のおそれがあり、既存不適格である大規模天井について、耐震対策として天井構成部材の
補強を実施し、防災拠点の機能維持、避難場所の確保等を図る。

官庁施設における天井耐震対策の実施

天井耐震対策のイメージ

防災基本計画（修正） 平成２９年４月中央防災会議決定

〇国、地方公共団体及び施設管理者は、建築物における天井材等の非構造部材の脱
落防止対策（中略）を図るものとする。

〇国及び地方公共団体は、特に、災害時の拠点となる庁舎、指定避難所等について、
非構造部材を含む耐震対策等により、発災時に必要と考えられる高い安全性を確保
するよう努めるものとする。(※)

○東日本大震災における被害を踏まえた改正 ○熊本地震における被害を踏まえた改正

熊本地震の被害例

第５次社会資本整備重点計画
（R3.5.28閣議決定）

大規模空間を有する官庁施設の
天井耐震対策の実施率
目標：令和７年度末 85%
（令和４年度末 70%）

官庁施設の防災・減災対策

災害時の体育館使用イメージ
（備蓄品等の保管場所として使用）

災害時の講堂使用イメージ
（職員の待機所として使用）

例：ホール（熊本地方合同庁舎）
（熊本地震では避難場所として使用）

単位面積質量
20㎏／㎡以下

吊り長さ
３ｍ以下

斜め部材の設置
（X ,Y方向とも） 壁等との間にクリ

アランス

(※)下線部は平成29年4月に追加

東日本大震災、熊本地震において、大規模空間の天井脱落が多数発生
・甚大な人的・物的被害が発生
・地震後の機能継続が困難となった事例が発生

（参考資料）官庁施設における非構造部材の地震対策
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（参考資料）学校施設における非構造部材の地震対策①

9

公立学校施設

①屋内運動場等の吊り天井等の落下防止対策

（以下、小中学校について）
・吊り天井等の落下防止対策が未実施の屋内運動場等は、前年度から19棟減少し、

145棟（対策実施率は99.5%）となりました。
・吊り天井等の落下防止対策が未完了の設置者は前年度から15設置者減少し、

残りは75設置者となりました。

②上記１以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策

※1 全学校数に占める、「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（平成27年
３月改訂版及び平成31年３月追補版（ただし、ブロック塀の項目を除く））」に
基づき、学校教職員等又は学校設置者(専門家)による点検を実施した学校数の割合。

※2 全学校数に占める、耐震点検を実施した校数のうち学校設置者（専門家）による
耐震点検の結果、耐震対策が不要又は耐震対策が完了した学校数の割合。

令和４年４月1日時点



（参考資料）学校施設における非構造部材の地震対策②
国立大学法人等施設

※大学、共同利用機関等、高等専門学校（機構本部を含む） 88法人の合計

令和４年５月1日時点

○屋内運動場等の吊り天井等の落下防止対策

○非構造部材の耐震点検・耐震対策(屋内運動場等の吊り天井等を除く）

①大学（附属学校を除く）、高等専門学校、共同利用機関
※調査対象は、主要団地及び宿泊施設を有する団地における、多数の学生、研究者及び患者が日常的に
使用する建物とし、建物内は室面積が200㎡を超える室、⼜は天井高さ6メートルを超える室とする。

○耐震点検実施率 99.3％（9,296棟／9,364棟）（昨年度は98.0%）
○耐震対策実施率 75.7％（7,089棟／9,364棟）（昨年度は74.6%）

②附属学校
※調査対象は、すべての団地、建物、室とする。

○耐震点検実施率 100.0％（262校／262校）
○耐震対策実施率 75.6％（198校／262校）
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私立学校施設
■幼稚園～高等学校

令和４年４月1日時点

①屋内運動場等の吊り天井等の落下防止対策
○落下防止対策実施率 66.7％（1,445棟／2,167棟）（前年度は64.8%）
※対策が未実施の吊り天井を有する屋内運動場等の棟数には、点検未実施のものや対策を未実施の
ものを含む。

②上記１以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策

○耐震点検実施率 43.2％（397校／919校）
○耐震対策実施率 20.6％（189校／919校）

■大学等

①屋内運動場等の吊り天井等の落下防止対策

※下段の（）は前回調査時の数値（令和３年４月１日現在）

②上記１以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策
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委員ご意見への追加資料⑦

（回答）東京都港区において、以下の取組を実施している。

○東京都防災会議は、令和４年５月25日、約10年振りに首都直下地震等による東京の被害想定を見直し、公表。都心南部直下地震（冬の夕
方、風速３m/s、マグニチュード7.3）が起こった際は、都内全域で22,426台、港区内で1,357台の「閉じ込めにつながり得る」エレベーターの停止が
発生するとしている。
〇港区では、住宅の９割以上が共同住宅であるため、今すぐにできる有効な対策について検討を重ね、共同住宅におけるエレベーターの閉じ込め対策
として、設置を希望する共同住宅に無償で保存水などの非常用品の入ったエレベーター用防災チェアやキャビネットを配付する事業を令和４年11月より
開始している。

出典：東京都港区 https://www.city.minato.tokyo.jp/chiikibousai/erebe-ta-.html

■対象
港区内の共同住宅
※管理組合や管理会社など
※エレベーター用防災チェアまたはエレベーター用防災キャビネットが未設置の共同住宅に限ります。

■費用
無償

■配布台数
共同住宅内に設置されているエレベーターで、エレベーター用防災キャビネットまたはエレベーター用防災チェアが未設置である台数分

■募集日時
令和5年4月3日（月曜日）8時30分から

■注意事項
・申請は1回限りです。
・配付するエレベータ用防災チェアおよびキャビネットは区が指定するものになります。（選べません。）
・収納品（非常用品）の入替など、管理は申請者で行っていただきます。
・納品時に、必ず立ち合いをお願いします。
・配付したエレベーター用防災チェアを納品場所以外で使用することや、転売するなど他の用途に使用した場合は、エレベーター用防災チェアを
返還していただきます。

配布実績：450台（令和５年３月末時点）

○エレベーターの地震対策について、閉じ込め自体は避けられないことから、エレベーター内に備蓄品を配置するといったソフト対策を全国
的に広める必要がある。
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